
様式第6号 指定事務事業No.

：

：

：

１．事業費

２．当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

決算額

　布佐排水区の整備事業については、布佐地区の浸水被害を軽減することを目的に、平成26年度に完

成した布佐ポンプ場までの幹線・枝線整備を引き続き実施します。また、幹線整備の進捗に合わせて整

備予定であった布佐ポンプ場のポンプ1基について、整備に向けての修正設計を実施します。

　布佐排水区(7工区)雨水幹線整備工事(2か年継続事業2年目）

　　工事期間：令和7年10月～令和9年2月

　

　布佐ポンプ場修正設計業務委託

　　委託期間：6月～12月

次年度へ繰越

0 10,416 314,244

補正後予算額

予算額 706,866 210,250 0 486,200

事業費

（千円）

過年度繰越分

事業費

（千円）

財源内訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源

R8-1

令和８年度　指定事務事業進行管理表

指定事務事業名

基 本 施 策 名

担 当 部 課 名

布佐排水区の整備

１－２　浸水対策の推進

建設部　治水課



様式第6号 指定事務事業No.

：

：

：

１．事業費

２．当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

R8-2

令和８年度　指定事務事業進行管理表

指定事務事業名

基 本 施 策 名

担 当 部 課 名

柴崎排水区の整備（柴崎幹線整備事業）

１－２　浸水対策の推進

建設部　治水課

事業費

（千円）

過年度繰越分

事業費

（千円）

財源内訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源

予算額 819,593 190,000 0 602,300

補正後予算額

10,000 17,293 761,343

決算額

　柴崎排水区の整備事業については、柴崎地区及び天王台地区の浸水被害を軽減することを目的に、令

和元年度に完成した後田樋管までの幹線整備を引き続き実施します。

　柴崎排水区(4工区)雨水幹線整備工事(4か年継続事業2年目）

　　工事期間：令和7年12月～令和11年2月

次年度へ繰越



様式第6号 指定事務事業No.

：

：

：

１．事業費

２．当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

R8-3

令和８年度　指定事務事業進行管理表

指定事務事業名

基 本 施 策 名

担 当 部 課 名

我孫子4丁目緊急浸水対策

１－２　浸水対策の推進

建設部　治水課

事業費

（千円）

過年度繰越分

事業費

（千円）

財源内訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源

予算額 14,000 0 0 0

補正後予算額

0 14,000 6,000

決算額

　我孫子4丁目緊急浸水対策事業については、令和5年9月の豪雨により、床上浸水被害が生じたため、

我孫子4丁目地区の浸水被害の軽減を目的に、既に実施した「下水道浸水被害軽減総合計画」に加え

て、さらなる浸水対策の検討を進めます。

　我孫子4丁目地区浸水対策検討業務委託(2か年継続事業2年目)

　　委託期間：令和7年7月～令和8年10月

次年度へ繰越



様式第6号 指定事務事業No.

：

：

：

１．事業費

２．当該年度執行計画（目的、時期、対象、方法などの内容を明確に記載）

R8-4

令和８年度　指定事務事業進行管理表

指定事務事業名

基 本 施 策 名

担 当 部 課 名

湖北消防署の整備・高規格救急自動車の更新整備・水槽付きポンプ自動車の整備

１－４　消防力の強化

消防本部　総務課・警防課

事業費

（千円）

過年度繰越分

事業費

（千円）

財源内訳（千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 他特定財源 一般財源

予算額 754,512 0 17,528 525,000

補正後予算額

115,900 96,084 39,459

決算額

　老朽化及び狭隘化の著しい東消防署湖北分署を新築移転整備するとともに、各種の火災事案や救助事

案に対応するための総合訓練施設の設置を目的として開始した湖北消防署の整備については、令和7年

度に引き続き工事を実施し、すでに完成している庁舎施設に加え、訓練施設や外構部分の工事を行い、

10月末に工事完了する予定です。また、11月の開署を目標に移転や引越しの準備を進めていきます。

整備される訓練施設は、消火訓練の他、建物倒壊等も想定して訓練や各種の救助訓練に対応しており、

消防職・団員のみならず、市民の方も体験することができる施設を整備します。また、災害時の燃料確

保対策として自家給油施設の稼働も行います。

　災害対応の迅速性確保を目的とした救急・救助隊の増隊については、開署に先立ち4月から運用を開

始しており、開署後は湖北消防署に配置します。

　高規格救急自動車の更新整備については、配置から10年が経過する湖北救急1号車の更新整備を図る

もので、入札、契約業務を経て、9月の納車を予定しています。

　水槽付きポンプ自動車の整備については、配置から21年が経過する東水槽2号車を、令和8年度から

増隊する救助隊の運用車両として、救助用資機材を備えた水槽付きポンプ自動車の更新整備を図るもの

です。入札、契約業務を経て、令和8年度中の納車を予定しています。

次年度へ繰越


